
精
神
科
病
院
の
名
称

所

在

地

指
定
期
間

医
療
法
人

積
善
会

千
嶋
病
院

豊
後
高
田
市
呉
崎
七
三
八
番
地
一

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

慈
愛
会

向
井
病
院

別
府
市
大
字
南
立
石
二
四
一
番
地
の
一

五

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

哲
世
会

鶴
見
台
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
四
〇
七
五
番
地
の
四

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

山
本
記
念
会

山
本
病
院

別
府
市
光
町
一
四
番
三
号

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人
社
団

親
和
会

衛
藤
病
院

大
分
市
大
字
上
判
田
三
四
三
三
番
地

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

善
慈
会

大
分
丘
の
上
病
院

大
分
市
大
字
竹
中
一
四
〇
三
番
地

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

同
仁
会

大
分
下
郡
病
院

大
分
市
大
字
下
郡
一
四
一
〇
番
地

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

明
和
会

佐
藤
病
院

大
分
市
桜
ヶ
丘
七
番
六
七
号

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

至
誠
会

帆
秋
病
院

大
分
市
大
字
大
分
四
二
八
二
番
地
の
一

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人
社
団

淵
野
会

渕
野
病
院

大
分
市
坂
ノ
市
中
央
五
丁
目
一
番
二
一

号

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人
社
団

青
樹
会

リ
バ
ー
サ
イ
ド
病
院

大
分
市
大
字
宮
崎
六
番
地
の
三

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

と
よ
み
会

仲
宗
根
病
院

大
分
市
大
字
小
野
鶴
一
三
五
三
番
地

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

雄
仁
会

加
藤
病
院

竹
田
市
大
字
竹
田
一
八
五
五
番
地

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

向
心
会

大
貞
病
院

中
津
市
大
字
中
原
八
番
地

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

医
療
法
人

起
愛
会

宇
佐
病
院

宇
佐
市
大
字
南
宇
佐
一
六
五
五
番
地

平
二
九
・

四
・

一
か
ら

平
三
二
・

三
・
三
一
ま
で

告

示

応
急
入
院
指
定
病
院
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
区
域
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

道
路
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

教
育
委
員
会
告
示

県
指
定
史
跡
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

基
本
測
量
の
終
了
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

一
般
競
争
入
札
の
実
施
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
十
三
条

の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
応
急
入
院
指
定
病
院
と
し
て
、
次
の
精
神
科
病
院
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 金 曜 日 ）

第
二
八
七
〇
号

四

月

七

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

視

覚

障

害

上

野

一

郎

医
療
法
人
上
舟
会

上
野
眼
科
医
院

日
田
市
本
町
一
○
―
一
一

平
二
九
・
三
・
一
六

ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

小

南

達

矢

医
療
法
人
聖
陵
会

聖
陵
岩
里
病
院

日
田
市
大
字
高
瀬
一
六
番
地
の
一
八

〃

ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

砂

原

賢

士

医
療
法
人
聖
陵
会

聖
陵
岩
里
病
院

日
田
市
大
字
高
瀬
一
六
番
地
の
一
八

〃

肢

体

不

自

由

ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

山

田

和

典

医
療
法
人
聖
陵
会

聖
陵
岩
里
病
院

日
田
市
大
字
高
瀬
一
六
番
地
の
一
八

〃

ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

山

田

隆

史

医
療
法
人
聖
陵
会

聖
陵
岩
里
病
院

日
田
市
大
字
高
瀬
一
六
番
地
の
一
八

〃

ぼ
う
こ
う
又
は

直
腸
の
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

中

嶋

健
太
郎

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地

〃

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
岩
戸
五

馬
日
田
線

日
田
市
天
瀬
町
女
子
畑
字
金
迫
二
五
六

六
番
一
三
地
先
か
ら

日
田
市
天
瀬
町
女
子
畑
字
檪
木
二
四
五

八
番
三
ま
で

前

九
・
二

〜

四
・
〇

三
八
九
・
〇

後

一
三
・
六

〜

四
・
三

三
八
九
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供
用
開
始
区
間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
岩
戸
五
馬
日
田
線

日
田
市
天
瀬
町
女
子
畑
字
金
迫
二
五
六
六
番
一
三
地

先
か
ら

日
田
市
天
瀬
町
女
子
畑
字
檪
木
二
四
五
八
番
三
ま
で

平
二
九
・

四
・

七

区
分

名

称

指
定
年
月
日

所
在
地

所
有
者

解
除
年
月
日

備

考

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
六
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
県
指
定
史
跡
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

二



史
跡

御
塔
山
古
墳

平
三
・
三
・
二

六

杵
築
市
大

字
狩
宿
一

七
〇
八
ほ

か
（
同
一

七
〇
七
は

除
く
。
）

で
次
の
図

に
示
す
範

囲

古
庄
剛
ほ
か
五

人

平
二
九
・
二
・

九

国
指
定

史
跡
指
定

実
相
寺
古
墳
群

平
二
五
・
三
・

一
五

平
二
八
・
二
・

二
三
追
加
指
定

別
府
市
大

字
北
石
垣

字
天
神
畑

一
五
二
三

番
地
ほ
か

別
府
市
及
び
滋

野
日
出
人
ほ
か

一
人

平
二
九
・
二
・

九

国
指
定

史
跡
指
定

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
大
分
県
教
育
庁
文
化
課
及
び
杵
築
市
教
育
委
員
会
文
化
・
ス

ポ
ー
ツ
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員

及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数

一
九
、
七
二
二
人

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
二
三
、
二
六
〇
人

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大

分

市

一
三
一
、
九
二
二
人

別

府

市

三
三
、
一
二
八
人

中

津

市

二
三
、
二
六
八
人

日

田

市

一
八
、
九
二
三
人

佐

伯

市

二
一
、
二
二
五
人

臼

杵

市

一
一
、
四
一
八
人

津

久

見

市

五
、
四
三
七
人

竹

田

市

六
、
六
九
五
人

豊
後
高
田
市

六
、
五
六
二
人

杵

築

市

八
、
六
二
六
人

宇

佐

市

一
六
、
二
〇
七
人

豊
後
大
野
市

一
〇
、
八
六
四
人

由

布

市

九
、
八
五
三
人

国
東
市
・
姫
島
村

九
、
一
九
二
人

日

出

町

七
、
九
〇
三
人

九
重
町
・
玖
珠
町

七
、
四
七
六
人

〇
公

告

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
選
管
委
告
示
・
公
告
）

三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
一
等
磁
気
測
量
）

二

作
業
の
地
域

竹
田
市

三

作
業
の
終
了
日

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
国
土

交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
基
本
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
基
本
重
力
測
量
）

二

作
業
の
地
域

大
分
市

三

作
業
の
終
了
日

平
成
二
十
九
年
三
月
三
日

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
の
締
結
が
見
込
ま
れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
種
類

大
分
県
教
育
委
員
会
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
運
営
業
務
委
託

二

競
争
入
札
の
参
加
者
資
格

１

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
場
合

㈡

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

㈢

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

㈣

営
業
年
数
が
一
年
未
満
の
場
合

㈤

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場

合
㈥

暴
力
団
関
係
企
業
等
（
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
を
支
配
し
、
又
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
企
業
又
は
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
基
準
日
（
申
請
書
を
提
出
す
る
日
の
前
日
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
及
び
基
準
年
度
（
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
決
算
時
の
実
績
に
お
い
て
、
知
事
が
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
し
、
入
札
参
加
資
格
が
あ
る

と
認
め
た
者
と
す
る
。

㈠

営
業
概
要

⑴

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
時
の
実
績
を
い
う
。
）

⑵

競
争
入
札
に
係
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
要
員
の
有
無
（
基
準
日
に
お
い
て
有
す
る
要
員
の
状

況
を
い
う
。
）

⑶

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
体
制
（
基
準
日
に
お
け
る
保
管
デ
ー
タ
の
管
理
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
確
保
に

必
要
な
対
策
の
実
施
状
況
を
い
う
。
）

㈡

営
業
年
数
（
基
準
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈢

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
時
の
実
績
で
、
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た

数
値
を
百
分
比
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
入
手
場
所
、
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
商
工
労
働
部
情
報
政
策
課
電
子
自
治
体
推
進
班

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
〇
七
一

３

申
請
の
時
期

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で
と
す
る
。
な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

四
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を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入
札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す

る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
が
次
の
㈠
か
ら
㈤
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事

が
必
要
と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
三
年
間

の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
期
間
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

二
の
１
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
㈠
か
ら
㈥
ま
で
の
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈢

競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
及
び
添
付
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加

資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

㈣

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
、
贈
賄
等
に
よ
り
逮
捕
若
し
く
は
起
訴
さ
れ
、
又
は
暴
力
団

関
係
者
に
対
し
て
金
銭
、
物
品
そ
の
他
財
産
上
の
利
益
を
与
え
た
と
判
明
し
た
場
合

㈤

契
約
の
履
行
を
契
約
担
当
者
の
承
諾
を
受
け
る
こ
と
な
く
第
三
者
に
委
託
し
、
若
し
く
は
一
括
し

て
請
け
負
わ
せ
、
又
は
権
利
を
譲
渡
し
、
若
し
く
は
義
務
を
引
き
受
け
さ
せ
た
と
判
明
し
た
場
合

２

１
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

平
成
２９年

４
月
７
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
特
定
役
務
の
種
類
大
分
県
教
育
委
員
会
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
運
営
業
務
委
託

⑵
委
託
契
約
期
間
平
成
２９年

６
月
１
日
か
ら
平
成
３２年

５
月
３１日

ま
で

２
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

次
の
条
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
者

⑴
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
２２年

政
令
第
１６号

）
第
１６７条

の
４
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

⑵
大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

⑶
こ
の
公
告
の
日
か
ら
下
記
９
に
掲
げ
る
開
札
ま
で
の
間
に
、
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の

請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
に
対
す
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て

い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

⑷
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者

が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
。

な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場
合
が
あ
る
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７号

）
第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
同
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約

等
を
締
結
し
て
い
る
者

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
や
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

⑸
入
札
日
以
前
の
３
年
間
に
お
い
て
、
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
ヘ
ル
プ

デ
ス
ク
の
運
営
経
験
を
有
す
る
者

３
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

⑴
競
争
入
札
参
加
資
格

大
分
県
が
発
注
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
開
発
業
務
の
請
負
契
約
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格

⑵
申
請
の
方
法

上
記
⑴
に
掲
げ
る
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
書
に
必
要
書
類
を
添
付
し
て
、
平
成
２９年

４
月
２６日

（
水
）
ま
で
に
⑶
に
掲
げ
る
部
局
に
提
出
す

る
こ
と
。

⑶
競
争
入
札
参
加
資
格
申
請
書
の
入
手
場
所
、
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
商
工
労
働
部
情
報
政
策
課
電
子
自
治
体
推
進
班

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
大
分
県
庁
舎
本
館
７
階

電
話

０９７－
５０６－

２０７１
４
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五



大
分
県
教
育
庁
教
育
財
務
課
情
報
化
推
進
班

〒
８７０－

８５０３
大
分
市
府
内
町
３
丁
目
１０番

１
号
大
分
県
庁
舎
別
館
７
階

電
話

０９７－
５０６－

５４６５
FA
X
０９７－

５０６－
１７９２

５
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所
上
記
４
に
同
じ

⑵
日
時
平
成
２９年

４
月
７
日
（
金
）
か
ら
同
年
５
月
２３日

（
火
）
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
５
時
１５分

ま
で

６
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
日
時

上
記
５
に
同
じ

７
入
札
書
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語
日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

８
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

⑴
提
出
場
所
大
分
県
庁
舎
新
館
１３階

１３１会
議
室

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

⑵
提
出
期
限
平
成
２９年

５
月
２４日

（
水
）
午
後
２
時
００分

た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
平
成
２９年

５
月
２３日

（
火
）
午
後
５
時
必
着
で
上
記
４
の
部

局
ま
で
提
出
す
る
こ
と
。

９
開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

⑴
開
札
場
所
大
分
県
庁
舎
新
館
１３階

１３１会
議
室

〒
８７０－

８５０１
大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号

⑵
日

時
平
成
２９年

５
月
２４日

（
水
）
午
後
２
時
００分

⑶
再
度
入
札
開
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
場
所
で
再
度
入

札
を
行
う
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
入
札
を
含
む
場
合
は
別
に
定
め
る
場
所
及
び
日
時
に

行
う
も
の
と
す
る
。

１０
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

見
積
金
額
に
１２を

乗
じ
て
得
た
額
の
１００分

の
５
以
上
の
入
札
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
入
札
保
証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

⑴
保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
入
札
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

⑵
上
記
２
の
⑵
の
資
格
を
取
得
し
た
者
（
そ
の
者
が
落
札
し
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
を
締
結
し
な
い

こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
る
。
）

１１
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９年

大
分
県
規
則
第
２２号

）
第
５
条
第
３
項
第
９
号
の
規
定
に
よ
り
免

除
す
る
。

１２
入
札
の
無
効

大
分
県
契
約
事
務
規
則
第
２７条

に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑴
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

⑵
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

⑶
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

⑷
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

１３
最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

１４
落
札
者
の
決
定
の
方
法

⑴
有
効
な
入
札
書
で
、
大
分
県
契
約
事
務
規
則
第
２３条

の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲

内
の
価
格
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

⑵
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
く
じ
に
よ
る
落
札
者
決
定
を

行
う
。
こ
の
場
合
、
当
該
入
札
者
が
く
じ
を
引
か
な
い
と
き
は
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員

に
代
わ
り
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す
る
。

１５
そ
の
他

⑴
こ
の
入
札
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

⑵
こ
の
入
札
に
係
る
契
約
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２年

法
律
第
６７号

）
第
２３４条

の
３
に
規
定
す
る

長
期
継
続
契
約
と
す
る
。
こ
の
契
約
を
締
結
し
た
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳

出
予
算
の
削
減
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
契
約
を
解
除
す
る
。

⑶
そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

１６
Sum

m
ary

⑴
O
utsourcing

nam
e

O
ita
Board

ofEducation
H
elp
D
esk
adm
inistration

duties

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

委
託
業
務
名

大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
委
託

２

委
託
業
務
の
内
容

大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
に
関
す
る
仕
様
書
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
。
）

の
と
お
り

３

委
託
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定

す
る
長
期
継
続
契
約
）

４

履
行
場
所

仕
様
書
の
と
お
り

二

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

１

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

大
分
県
内
に
本
社
又
は
支
社
等
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

３

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
）
に
定
め
る
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る

者
で
あ
る
こ
と
。

４

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百

二
十
五
号
）
に
よ
り
更
生
手
続
、
再
生
手
続
等
を
し
て
い
な
い
こ
と
。

５

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
を
現
に

受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

６

一
般
財
団
法
人
日
本
情
報
経
済
社
会
推
進
協
会
が
定
め
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
の
付
与
の
認
定
若

し
く
は
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
を
取
得
し
て
い
る
者
又
は
個
人
情
報
保
護
の
取
扱
い
に
関
し
て
こ
れ
ら
を
取
得

し
て
い
る
者
と
同
等
の
信
頼
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

７

業
務
開
始
日
ま
で
に
旅
券
の
作
成
業
務
の
経
験
者
を
二
名
以
上
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二

十
四
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
公
告
の
日
ま
で
に
、
地
方
公
共
団
体
が
発
注
す
る
旅
券
の
作
成
業
務
を
履

行
し
た
実
績
が
あ
る
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

８

自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者

が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場
合
が
あ
る
。

㈠

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

㈡

暴
力
団
員
（
同
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

㈢

暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

㈣

暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
・
使
用
し
て
い
る
者

㈤

暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約

等
を
締
結
し
て
い
る
者

㈥

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
又
は
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

㈦

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

㈧

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

１

場
所

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号

大
分
市
役
所
本
庁
舎

地
下
一
階

大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策
課
パ
ス
ポ
ー
ト
班

電
話

〇
九
七
―
五
三
六
―
一
七
八
六

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

〇
九
七
―
五
三
六
―
一
四
七
六

２

日
時

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午

前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

入
札
説
明
書
を
交
付
す
る
場
所
及
び
日
時

１

場
所

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号

大
分
市
役
所
本
庁
舎

地
下
一
階

大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策
課
パ
ス
ポ
ー
ト
班

２

日
時

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日
か
ら
同
年
五
月
二
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日

⑵
D
ate
and
tim
e
for
bid

２：
００p.m

２４
M
ay

２０１７
⑶
T
he
bid
place

O
ita
governm

entnew
building

１３F
１３１

m
eeting

room
s

３―１
―１，
O
otem

achi,O
ita
City

⑷
Contactaboutthe

bid
O
ita
PrefecturalBoard

ofEducation
Education

Finance
D
ivision

O
ita
governm

entbuilding
annex７

F，
３―１０―１，

Funaichou,O
ita
City

８７０―８５０３
Japan

T
el０９７―５０６―５４６５

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）
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に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

五

入
札
参
加
資
格
の
確
認

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
に
係
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申

請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
次
に
よ
り
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
県
が
説
明
を
求
め
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

１

提
出
書
類

㈠

申
請
書

㈡

担
当
者
届

㈢

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
の
付
与
の
認
定
若
し
く
は
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
を
証
明

す
る
も
の
の
写
し
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
若
し
く
は
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
と
同
等
の
信
頼
性
を
有
す

る
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
実
施
に
係
る
届
出
書
等

㈣

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
公
告
の
日
ま
で
に
、
地
方
公
共
団
体
が
発
注
す
る
旅
券
の
作

成
業
務
を
履
行
し
た
実
績
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
契
約
書
の
写
し

㈤

商
業
・
法
人
登
記
簿
謄
本
又
は
登
記
事
項
証
明
書

㈥

会
社
概
要
に
関
す
る
資
料
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
）

２

申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
八
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で

３

申
請
書
等
の
提
出
方
法

持
参
又
は
郵
送
と
す
る
。

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策

課
パ
ス
ポ
ー
ト
班
に
必
着
の
こ
と
。
ま
た
、
封
筒
に
「
大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
に
係
る
一
般
競
争
入

札
参
加
資
格
確
認
書
類
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。

４

提
出
部
数

各
一
部

六

入
札
説
明
会

実
施
し
な
い
。

七

入
札
の
場
所
及
び
日
時
等

１

場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

県
庁
舎
本
館

一
階

一
二
会
議
室

２

日
時

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日
（
水
）
午
前
十
時

八

開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

１

場
所

七
の
１
に
同
じ

２

日
時

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日
（
水
）
午
前
十
時

３

再
度
入
札

開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六

十
七
条
の
八
第
四
項
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
度
の
入
札

は
、
直
ち
に
そ
の
場
で
行
う
も
の
と
す
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

１

有
効
な
入
札
書
で
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方

と
す
る
。

２

落
札
者
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引

か
せ
、
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ

る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
県
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す

る
。

十

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
入
札
保
証
金
の
全
部
を
免
除
す
る
。

十
一

無
効
入
札
に
関
す
る
事
項

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

１

こ
の
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

２

競
争
に
際
し
、
不
当
に
価
格
を
せ
り
上
げ
る
目
的
で
他
人
と
連
合
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
の
し
た
入

札
３

本
件
の
入
札
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
入
札
書
を
提
出
し
た
者
の
し
た
入
札

４

本
件
の
入
札
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
入
札
者
の
代
理
人
と
な
っ
た
者
の
し
た
入
札

５

入
札
金
額
の
訂
正
に
訂
正
印
の
な
い
入
札

６

入
札
金
額
、
住
所
、
氏
名
、
押
印
そ
の
他
入
札
要
件
を
認
定
し
が
た
い
入
札

７

入
札
に
際
し
、
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
者
に
よ
る
入
札

８

提
出
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札

９

そ
の
他
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札

十
二

最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

十
三

そ
の
他

１

こ
の
入
札
に
係
る
契
約
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

八



る
た
め
、
契
約
の
締
結
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出

予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
契
約
の
相
手
側
と
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

３

本
件
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局

大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策
課
パ
ス
ポ

ー
ト
班

平
成
二
十
九
年
四
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

九


